
政
令
第
百
二
十
三
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
障
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
（
障
害
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
配
偶

者
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
障
害
者
の
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
障
害
者
等
及
び
そ
の
属
す
る

世
帯
の
他
の
世
帯
員
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
」
を
「
障
害
者
又
は
そ
の
配
偶
者
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



理

由

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
補
装
具
費
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
、

そ
の
所
得
の
基
準
の
対
象
と
な
る
者
か
ら
障
害
児
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
他
の
世
帯
員
を
除
く
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


